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一　　　般　　　会　　　計　　　予

歳

補正額 計 補正額 計

1 市 税 13,818,323

2 地 方 譲 与 税 560,646

3 利 子 割 交 付 金 22,125

4 配 当 割 交 付 金 77,244

5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金 93,347

6 法 人 事 業 税 交 付 金 224,963

7 地 方 消 費 税 交 付 金 3,369,068

8 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金 34,905

9 環 境 性 能 割 交 付 金 4,000

10 地 方 特 例 交 付 金 207,477

11 地 方 交 付 税 19,577,561

12 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金 23,500

13 分 担 金 及 び 負 担 金 358,550

14 使 用 料 及 び 手 数 料 1,163,302

15 国 庫 支 出 金 12,193,180

16 県 支 出 金 7,712,105

17 財 産 収 入 426,319

18 寄 附 金 5,500,835

19 繰 入 金 8,038,231

20 繰 越 金 1

21 諸 収 入 1,384,351

22 市 債 4,590,800

79,380,833

第１回 第２回

合　　　　　　 　　計

本年度予算額

議　決　年　月　日

款　　　　　　　　　　別



一　　　般　　　会　　　計　　　予 算　　　補　　　正　　　状　　　況

入

補正額 計 補正額 計 補正額 計 補正額 計

第５回

（単位　千円）

第６回第３回 第４回



歳

補正額 計 補正額 計

1 議 会 費 362,821

2 総 務 費 13,292,786

3 民 生 費 25,305,227

4 衛 生 費 8,237,440

5 労 働 費 50,655

6 農 林 水 産 業 費 4,051,940

7 商 工 費 2,124,522

8 土 木 費 5,080,486

9 消 防 費 2,638,314

10 教 育 費 9,560,005

11 災 害 復 旧 費 538,022

12 公 債 費 8,038,615

13 予 備 費 100,000

79,380,833

款　　　　　　　　　　別 本年度予算額

合　　　　　　　　 計

議　決　年　月　日

第１回 第２回



出

補正額 計 補正額 計 補正額 計 補正額 計

（単位　千円）

第３回 第４回 第５回 第６回



特　　　別　　　会　　　計　　　予

補正額 計 補正額 計

14,429,657

2,690,321

13,763,528

9,071

収　入 4,228,767

支　出 5,577,545

収　入 107,972

支　出 138,051

収　入 8,947,557

支　出 9,940,679

収　入 857,749

支　出 979,303

収　入 111,228,310

支　出 106,040,962

国 民 宿 舎 特 別 会 計

モーターボート競走
事 業 会 計

水 道 事 業 会 計

後 期 高 齢 者 医 療 特 別 会 計

議　決　年　月　日

工業用水道事業会計

市 民 病 院 き た は た
事 業 会 計

下 水 道 事 業 会 計

介 護 保 険 特 別 会 計

会　　　　　　計　　　　　　別

第１回

本年度予算額

国 民 健 康 保 険 特 別 会 計

第２回



特　　　別　　　会　　　計　　　予 算　　　補　　　正　　　状　　　況

補正額 計 補正額 計 補正額 計 補正額 計

（単位　千円）

第４回 第６回第５回第３回
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議案第３号 

令和８年度 唐津市一般会計予算 

令和８年度唐津市の一般会計の予算は、次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 79,380,833 千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入歳出予

算」による。 

（継続費） 

第２条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２１２条第１項の規定による継

続費の経費の総額及び年割額は、「第２表継続費」による。 

 （債務負担行為） 

第３条 地方自治法第２１４条の規定により債務を負担する行為をすることができ

る事項、期間及び限度額は、「第３表債務負担行為」による。 

（地方債） 

第４条 地方自治法第２３０条第１項の規定により起こすことができる地方債の起

債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第４表地方債」によ

る。 

（一時借入金） 

第５条 地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高

額は、8,000,000 千円と定める。 

（歳出予算の流用） 

第６条 地方自治法第２２０条第２項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費

の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。 

(1) 各項に計上した給料、職員手当及び共済費に係る予算額に過不足を生じた場

合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用 

令和８年２月２５日 提出 

唐津市長 峰  達 郎 
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第１表　　歳 入 歳 出 予 算

歳　入

款 項 金　　　　　額

千円

 1 市税 13,818,323

 1 市民税 5,899,936

 2 固定資産税 6,440,357

 3 軽自動車税 489,520

 4 市たばこ税 964,840

 5 入湯税 23,670

 2 地方譲与税 560,646

 1 地方揮発油譲与税 102,808

 2 自動車重量譲与税 374,451

 3 特別とん譲与税 9,000

 4 森林環境譲与税 74,387

 3 利子割交付金 22,125

 1 利子割交付金 22,125

 4 配当割交付金 77,244

 1 配当割交付金 77,244

 5 株式等譲渡所得割交付金 93,347

 1 株式等譲渡所得割交付金 93,347

 6 法人事業税交付金 224,963
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款 項 金　　　　　額

千円

  1 法人事業税交付金 224,963

  7 地方消費税交付金 3,369,068

  1 地方消費税交付金 3,369,068

  8 ゴルフ場利用税交付金 34,905

  1 ゴルフ場利用税交付金 34,905

  9 環境性能割交付金 4,000

  1 環境性能割交付金 4,000

 10 地方特例交付金 207,477

  1 地方特例交付金 207,477

 11 地方交付税 19,577,561

  1 地方交付税 19,577,561

 12 交通安全対策特別交付金 23,500

  1 交通安全対策特別交付金 23,500

 13 分担金及び負担金 358,550

  1 分担金 27,759

  2 負担金 330,791

 14 使用料及び手数料 1,163,302

  1 使用料 742,659

- 3 -

一般会計



款 項 金　　　　　額

千円

  2 手数料 420,643

 15 国庫支出金 12,193,180

  1 国庫負担金 10,139,393

  2 国庫補助金 1,990,454

  3 委託金 63,333

 16 県支出金 7,712,105

  1 県負担金 3,752,221

  2 県補助金 3,632,494

  3 委託金 327,390

 17 財産収入 426,319

  1 財産運用収入 282,833

  2 財産売払収入 143,486

 18 寄附金 5,500,835

  1 寄附金 5,500,835

 19 繰入金 8,038,231

  1 基金繰入金 8,000,348

  2 特別会計繰入金 37,883

 20 繰越金 1
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款 項 金　　　　　額

千円

 1 繰越金 1

 21 諸収入 1,384,351

 1 延滞金、加算金及び過料 6,898

 2 市預金利子 1,513

 3 貸付金元利収入 464,356

 4 受託事業収入 419,347

 5 委託事業収入 26,714

 6 雑入 465,523

 22 市債 4,590,800

 1 市債 4,590,800

歳  入  合   計 79,380,833

- 5 -

一般会計



歳　出

款 項 金　　　　　額

千円

 1 議会費 362,821

 1 議会費 362,821

 2 総務費 13,292,786

 1 総務管理費 5,452,869

 2 徴税費 672,293

 3 戸籍住民基本台帳費 491,246

 4 選挙費 118,014

 5 企画費 5,708,153

 6 地域振興費 773,265

 7 統計調査費 31,351

 8 公平委員会費 604

 9 監査委員費 44,991

 3 民生費 25,305,227

 1 社会福祉費 11,152,885

 2 児童福祉費 11,785,699

 3 生活保護費 2,366,643

 4 衛生費 8,237,440

 1 保健衛生費 4,940,096
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款 項 金　　　　　額

千円

  2 清掃費 3,297,344

  5 労働費 50,655

  1 労働諸費 50,655

  6 農林水産業費 4,051,940

  1 農業費 2,152,300

  2 上場開発費 522,677

  3 林業費 520,386

  4 水産業費 856,577

  7 商工費 2,124,522

  1 商工費 2,124,522

  8 土木費 5,080,486

  1 土木管理費 255,258

  2 道路橋りょう費 1,526,892

  3 河川費 342,576

  4 港湾費 36,481

  5 都市計画費 2,516,813

  6 住宅費 388,486

  7 都市下水路費 13,980

- 7 -

一般会計



款 項 金　　　　　額

千円

  9 消防費 2,638,314

  1 消防費 2,638,314

 10 教育費 9,560,005

  1 教育総務費 1,118,597

  2 小学校費 1,673,895

  3 中学校費 2,498,623

  4 社会教育費 1,766,180

  5 保健体育費 2,502,710

 11 災害復旧費 538,022

  1 農林水産施設災害復旧費 454,990

  2 土木施設災害復旧費 83,032

 12 公債費 8,038,615

  1 公債費 8,038,615

 13 予備費 100,000

  1 予備費 100,000

歳               出               合               計 79,380,833
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第２表　　継　続　費

年 度

千円 千円

令和8年度 208,219

令和9年度 64,394

令和8年度 313,245

令和9年度 626,490

令和10年度 626,490

令和11年度 391,555

令和8年度 363,223

令和9年度 411,896

令和8年度 29,156

令和9年度 138,858

令和8年度 351,763

令和9年度 1,742,066

令和10年度 236,215

令和8年度 405,614

令和9年度 658,994

款 項 事 業 名 総 額 年 割 額

272,613

有 線 テ レ ビ ジ ョ ン
施 設 等 撤 去 事 業 費

1,957,780

3 民 生 費 1 社 会 福 祉 費
ひ れ ふ り ラ ン ド
長寿命化改修事業費

2 総 務 費 1 総 務 管 理 費

旧相知市民センター
解 体 等 事 業 費

775,119

9 消 防 費 １ 消 防 費
消防救急デジタル無線
中間更新整備事業費

168,014

10 教 育 費

3 中 学 校 費

4 社 会 教 育 費

西 唐 津 中 学 校
長寿命化改良事業費

2,330,044

外 町 公 民 館
移 転 改 築 事 業 費

1,064,608

- 9 -

一般会計



第３表　　債務負担行為

（単位　千円）

期 間

厳木市民センター等基本・実施設
計業務委託料

令和9年度 60,051

標準準拠システム移行業務委託料 令和9年度 72,209

納税通知書印刷業務等委託料
（令和8年度契約分）

令和9年度 16,853

唐津市農業近代化資金利子補給金
（令和8年度貸付分）

令和9年度から
 令和14年度まで

唐津市農業近代化資金利子補給金交付要綱に基
づく利子補給額

唐津市漁業近代化資金利子補給金
（令和8年度貸付分）

令和9年度から
 令和14年度まで

唐津市漁業近代化資金利子補給金交付要綱に基
づく利子補給額

成功報酬型企業誘致業務
令和8年度から

 令和12年度まで
新産業集積エリア唐津（第2期）の売買金額に
3.3%を乗じた額

唐津市土地開発公社が融資を受け
た事業資金及びこれに対する利子
の損失補償又は債務保証

令和8年度から
 令和12年度まで

融資額2,242,002千円及びこれに対する利子の
損失補償又は債務保証の額

観光施設等管理事業に伴う用地
借上料
（令和8年度契約分）

 令和9年度から
  令和10年度まで

32

排水ポンプ車購入費
令和8年度から
令和9年度まで

68,231

水槽付消防ポンプ自動車購入費
令和8年度から
令和9年度まで

100,136

佐賀県内消防通信指令センター等
共同運用化事業費

令和9年度から
 令和10年度まで

164,234

「肥前陶器窯跡」及び「道納屋窯
跡」文化財用地借上料

令和9年度から
 令和10年度まで

10

事 項 限 度 額

- 10 -



第４表　　地　方　債

（単位　千円）

老 人 福 祉 施 設 整 備 費 8,000 同 上 同 上 同 上

総 合 福 祉 施 設 整 備 費 315,000 同 上 同 上 同 上

医 療 施 設 等 整 備 費 6,500 同 上 同 上 同 上

一 般 廃 棄 物 処 理 事 業 費 400,300 同 上 同 上 同 上

農 業 農 村 整 備 費 48,600 同 上 同 上 同 上

林 道 整 備 費 24,300 同 上 同 上 同 上

漁 港 建 設 費 76,400 同 上 同 上 同 上

商 工 施 設 整 備 費 4,400 同 上 同 上 同 上

観 光 文 化 施 設 整 備 費 204,600 同 上 同 上 同 上

道 路 新 設 改 良 費 555,200 同 上 同 上 同 上

河 川 改 良 費 207,900 同 上 同 上 同 上

住 宅 建 設 費 63,400 同 上 同 上 同 上

都 市 計 画 整 備 費 90,600 同 上 同 上 同 上

公 園 整 備 費 42,800 同 上 同 上 同 上

消 防 施 設 整 備 費 184,200 同 上 同 上 同 上

小 学 校 整 備 費 102,400 同 上 同 上 同 上

中 学 校 整 備 費 1,300,200 同 上 同 上 同 上

社 会 教 育 施 設 整 備 費 378,500 同 上 同 上 同 上

図 書 館 整 備 費 115,400 同 上 同 上 同 上

体 育 施 設 整 備 費 265,600 同 上 同 上 同 上

給 食 セ ン タ ー 整 備 費 40,500 同 上 同 上 同 上

災 害 復 旧 費 65,700 同 上 同 上 同 上

計 4,590,800

限 度 額起 債 の 目 的 利 率 償 還 の 方 法

過疎地域持続的発展事業費 90,300

政府資金についてはその融
資条件により、銀行その他
の場合にはその債権者との
協定による。ただし、市財
政の都合により償還期限を
短縮し、又は繰上償還もし
くは低利に借換えることが
できる。

4.0 ％以内（ただ
し、利率見直し方
式で借り入れる資
金について、利率
の見直しを行った
後においては、当
該 見 直 し 後 の 利
率）

普通貸借又は
証 券 発 行

起 債 の 方 法

- 11 -

一般会計



- 12 -



 

 

 

 

 

 

令和８年度 

 

唐津市国民健康保険特別会計予算 

  



 

 



議案第４号 

令和８年度 唐津市国民健康保険特別会計予算 

令和８年度唐津市の国民健康保険特別会計の予算は、次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 14,429,657 千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入歳出予

算」による。 

（一時借入金） 

第２条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３５条の３第２項の規定によ

る一時借入金の借入れの最高額は、1,600,000 千円と定める。 

 （歳出予算の流用） 

第３条 地方自治法第２２０条第２項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費

の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。 

(1) 保険給付費の各項に計上した予算額に過不足を生じた場合における同一款内

でのこれらの経費の各項の間の流用 

令和８年２月２５日 提出 

唐津市長 峰 達 郎 
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第１表　　歳 入 歳 出 予 算

歳　入

款 項 金　　　　　額

千円

 1 国民健康保険税 2,405,132

 1 国民健康保険税 2,405,132

 2 一部負担金 1

 1 一部負担金 1

 3 使用料及び手数料 1,254

 1 手数料 1,254

 4 国庫支出金 1

 1 国庫補助金 1

 5 県支出金 10,468,385

 1 県補助金 10,468,384

 2 財政安定化基金交付金 1

 6 財産収入 6,604

 1 財産運用収入 6,604

 7 繰入金 1,530,971

 1 他会計繰入金 1,184,974

 2 基金繰入金 345,997

 8 繰越金 1

 1 繰越金 1
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款 項 金　　　　　額

千円

 9 諸収入 17,308

 1 延滞金、加算金及び過料 9,573

 2 雑入 7,735

歳  入  合  計 14,429,657
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国民健康保険特別会計



歳　出

款 項 金　　　　　額

千円

 1 総務費 330,073

 1 総務管理費 289,274

 2 徴収費 40,574

 3 運営協議会費 225

 2 保険給付費 10,184,586

 1 療養諸費 8,707,322

 2 高額療養費 1,437,759

 3 移送費 60

 4 出産育児諸費 32,514

 5 葬祭諸費 6,930

 6 傷病手当金 1

 3 国民健康保険事業費納付金 3,705,978

 1 医療給付費分 2,662,292

 2 後期高齢者支援金等分 743,781

 3 介護納付金分 239,570

 4 子ども・子育て支援納付金分 60,335

 4 財政安定化基金拠出金 1

 1 財政安定化基金拠出金 1
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款 項 金　　　　　額

千円

 5 保健事業費 122,413

 1 保健事業費 24,218

 2 特定健康診査等事業費 98,195

 6 基金積立金 6,604

 1 基金積立金 6,604

 7 公債費 1

 1 公債費 1

 8 諸支出金 8,001

 1 償還金及び還付加算金 8,001

 9 予備費 72,000

 1 予備費 72,000

歳  出  合  計 14,429,657
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国民健康保険特別会計
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令和８年度 

唐 津 市 後 期 高 齢 者 医 療 

特 別 会 計 予 算 





議案第５号 

 

令和８年度 唐津市後期高齢者医療特別会計予算 

 

令和８年度唐津市の後期高齢者医療特別会計の予算は、次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 2,690,321 千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入歳出予

算」による。 

 

令和８年２月２５日 提出 

 

唐津市長 峰  達 郎     
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第１表　　歳 入 歳 出 予 算

歳　入

款 項 金　　　　　額

千円

 1 後期高齢者医療保険料 1,923,587

 1 後期高齢者医療保険料 1,923,587

 2 使用料及び手数料 230

 1 手数料 230

 3 繰入金 760,942

 1 一般会計繰入金 760,942

 4 繰越金 1

 1 繰越金 1

 5 諸収入 5,561

 1 延滞金、加算金及び過料 308

 2 償還金及び還付加算金 2,701

 3 受託事業収入 2,495

 4 雑入 57

歳  入  合  計 2,690,321
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歳　出

款 項 金　　　　　額

千円

 1 総務費 31,314

 1 総務管理費 14,629

 2 徴収費 16,685

 2 後期高齢者医療広域連合納付金 2,652,199

 1 後期高齢者医療広域連合納付金 2,652,199

 3 保健事業費 3,607

 1 保健事業費 3,607

 4 諸支出金 2,701

 1 償還金及び還付加算金 2,701

 5 予備費 500

 1 予備費 500

歳  出  合   計 2,690,321

- 21 -- 21 -

後期高齢者医療特別会計
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令和８年度 

唐津市介護保険特別会計予算 





 

議案第６号 

 

令和８年度 唐津市介護保険特別会計予算 

 

令和８年度唐津市の介護保険特別会計の予算は、次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 13,763,528 千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入歳出予

算」による。 

（一時借入金） 

第２条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３５条の３第２項の規定によ

る一時借入金の借入れの最高額は、1,000,000 千円と定める。 

（歳出予算の流用） 

第３条 地方自治法第２２０条第２項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費

の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。 

(1) 保険給付費の各項に計上した予算額に過不足を生じた場合における同一款内

でのこれらの経費の各項の間の流用 

 

令和８年２月２５日 提出 

 

唐津市長 峰  達 郎     
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第１表　　歳 入 歳 出 予 算

歳　入

款 項 金　　　　　額

千円

 1 保険料 2,610,224

 1 介護保険料 2,610,224

 2 使用料及び手数料 670

 1 手数料 670

 3 国庫支出金 3,207,965

 1 国庫負担金 2,302,241

 2 国庫補助金 905,724

 4 支払基金交付金 3,533,651

 1 支払基金交付金 3,533,651

 5 県支出金 1,891,893

 1 県負担金 1,793,251

 2 県補助金 98,642

 6 財産収入 9,380

 1 財産運用収入 9,380

 7 繰入金 2,419,598

 1 一般会計繰入金 2,148,980

 2 基金繰入金 270,618

 8 繰越金 1
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款 項 金　　　　　額

千円

  1 繰越金 1

  9 諸収入 90,146

  1 延滞金、加算金及び過料 2

  2 市預金利子 1

  3 受託事業収入 1,913

  4 雑入 88,230

歳               入               合               計 13,763,528

- 25 -

介護保険特別会計



歳　出

款 項 金　　　　　額

千円

  1 総務費 325,897

  1 総務管理費 228,478

  2 徴収費 22,032

  3 介護認定審査会費 17,046

  4 介護認定調査費 58,341

  2 保険給付費 12,601,519

  1 介護サービス等諸費 11,472,564

  2 その他諸費 14,211

  3 高額介護サービス費 285,021

  4 特定入所者介護サービス等費 305,754

  5 介護予防サービス等諸費 474,784

  6 高額医療合算介護サービス費 49,185

  3 地域支援事業費 765,815

  1 介護予防・日常生活支援総合事業費 528,527

  2 包括的支援事業・任意事業費 237,288

  4 基金積立金 9,380

  1 基金積立金 9,380

  5 公債費 500
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款 項 金　　　　　額

千円

  1 公債費 500

  6 諸支出金 40,417

  1 償還金及び還付加算金 2,534

  2 繰出金 37,883

  7 予備費 20,000

  1 予備費 20,000

歳               出               合               計 13,763,528
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介護保険特別会計
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令和８年度 

 

唐津市国民宿舎特別会計予算 

  



 



議案第７号 

令和８年度 唐津市国民宿舎特別会計予算 

令和８年度唐津市の国民宿舎特別会計の予算は、次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 9,071千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入歳出予

算」による。 

令和８年２月２５日 提出 

唐津市長 峰  達 郎 
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第１表　　歳 入 歳 出 予 算

歳　入

款 項 金　　　　　額

千円

 1 使用料及び手数料 89

 1 使用料 89

 2 繰入金 3,266

 1 一般会計繰入金 3,266

 3 諸収入 5,716

 1 委託事業収入 5,716

歳  入  合  計 9,071
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歳　出

款 項 金　　　　　額

千円

 1 国民宿舎費 8,071

 1 国民宿舎費 8,071

 2 予備費 1,000

 1 予備費 1,000

歳  出  合  計 9,071
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国民宿舎特別会計
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令和８年度 

 

唐 津 市 水 道 事 業 会 計 予 算 

  



 

 



 

議案第８号 

 

令和８年度 唐津市水道事業会計予算 

 

 （総 則） 

第１条 令和８年度唐津市水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。 

 

 （業務の予定量） 

第２条 業務の予定量は、次のとおりとする。 

(1) 給 水 戸 数                     46,240 戸 

(2) 年間総給水量                   10,342,000 ｍ3 

(3) 一日平均給水量                     28,334 ｍ3 

(4) 主要な建設改良事業 

イ 水源浄水設備工事等  事業費             507,299 千円 

ロ 配 水 設 備 工 事 等  事業費             416,549 千円 

ハ 老朽管更新工事等  事業費              480,054 千円 

  ニ 浄水場再編工事等  事業費             11,814 千円 

 

 （収益的収入及び支出） 

第３条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。 

 

                                収    入 

 第１款 事業収益                     3,261,582 千円 

  第１項 営 業 収 益                   2,812,248 千円 

  第２項 営業外収益                    449,334 千円 

                                支    出 

 第１款 事業費用                     3,215,335 千円 

  第１項 営 業 費 用                   3,029,332 千円 

  第２項 営業外費用                    165,140 千円 

  第３項 特 別 損 失                        863 千円 

  第４項 予 備 費                    20,000 千円 

 

 （資本的収入及び支出） 

第４条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める（資本的収入額が資本

的支出額に対し不足する額 1,395,025 千円は、当年度分損益勘定留保資金 964,717

千円及び建設改良積立金 430,308 千円で補填するものとする。）。
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収 入 

第１款 資本的収入 967,185 千円 

  第１項 企 業 債  700,000 千円 

  第２項 負 担 金   69,983 千円 

  第３項 補 助 金  197,202 千円 

支 出 

第１款 資本的支出  2,362,210 千円 

  第１項 建設改良費  1,433,020 千円 

  第２項 企業債償還金   909,190 千円 

  第３項 予 備 費 20,000 千円 

（債務負担行為） 

第５条 債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次のとおりと定

める。 

事 項 期 間 限 度 額 

唐津市水道事業窓口業務等包括的

委託に係る委託料 

（令和 8年度設定分） 

令和８年度から 

令和１３年度まで 
1,096,480 千円 

唐津市水道事業管路施設等維持管

理業務の包括的委託に係る委託料 

令和８年度から 

令和１３年度まで 
1,529,154 千円 

唐津市水道事業取水・浄水施設運

転管理等業務の包括的委託に係る

委託料 

令和８年度から 

令和１３年度まで 
3,609,547 千円 

和多田中継ポンプ場整備事業 

（工事監理業務） 
令和９年度 17,721 千円 

和多田中継ポンプ場整備事業 

（電気工事） 

令和８年度から 

令和９年度まで 
153,725 千円 
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和多田中継ポンプ場整備事業 

（場内配管工事） 

令和８年度から 

令和９年度まで 
34,463 千円 

（企業債） 

第６条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定

める。  

起債の目的 限度額 起債の方法 利   率 償 還 の 方 法 

建設改良事業費 700,000 千円 
普通貸借又は

証 券 発 行 

4.0％以内(ただ

し、利率見直し

方式で借り入れ

る資金につい

て、利率の見直

しを行った後に

おいては、当該

見直し後の利

率) 

政府資金についてはその

融資条件により、銀行そ

の他の場合にはその債権

者との協定による。ただ

し、企業財政の都合によ

り償還期限を短縮し、又

は繰上償還もしくは低利

に借換えることができ

る。 

（一時借入金） 

第７条 一時借入金の限度額は、1,500,000 千円と定める。 

 （予定支出の各項の経費の金額の流用） 

第８条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと

定める。 

(1) 予算額に不足が生じた場合における営業費用及び営業外費用の間の流用 

 （議会の議決を経なければ流用することのできない経費） 

第９条 次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経費の金額に流

用し、又はそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経な

ければならない。 

(1) 職員給与費                       231,287 千円 

（他会計からの補助金） 

第１０条 簡易水道事業債償還等のため一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、

147,273 千円である。 

- 35 -

水道事業会計



 

 （たな卸資産購入限度額） 

第１１条 たな卸資産の購入限度額は、21,950 千円と定める。 

  令和８年２月２５日 提出 

唐津市長 峰  達 郎 
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令和８年度 

 

唐津市工業用水道事業会計予算 

  



 

 



 

議案第９号 

 

令和８年度 唐津市工業用水道事業会計予算 

 

 （総 則） 

第１条 令和８年度唐津市工業用水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。 

 

 （業務の予定量） 

第２条 業務の予定量は、次のとおりとする。 

(1) 給水事業所数                        7 箇所 

(2) 年間総給水量                     917,610 ｍ3 

(3) 一日平均給水量                      2,514 ｍ3 

(4) 主要な建設改良事業 

  イ 水源浄水設備工事  事業費                1,000 千円 

 

 （収益的収入及び支出） 

第３条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。 

 

                                収    入 

 第１款 事業収益                       107,971 千円 

  第１項 営 業 収 益                      50,470 千円 

  第２項 営業外収益                    57,501 千円 

 

                                支    出 

 第１款 事業費用                       136,051 千円 

  第１項 営 業 費 用                     130,471 千円 

  第２項 営業外費用                      4,580 千円 

  第３項 予 備 費                     1,000 千円 

 

 （資本的収入及び支出） 

第４条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める（資本的収入額が資本

的支出額に対し不足する額 1,999 千円は、過年度分損益勘定留保資金 1,999 千円で

補填するものとする。）。 
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収    入 

 第１款 資本的収入                         1 千円 

第１項 工事負担金                       1 千円 

 

支    出 

 第１款 資本的支出                       2,000 千円 

  第１項 建設改良費                     1,000 千円 

  第２項 予 備 費                    1,000 千円 

 

（一時借入金） 

第５条 一時借入金の限度額は、150,000 千円と定める。 

 

 （予定支出の各項の経費の金額の流用） 

第６条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと

定める。 

(1) 予算額に不足が生じた場合における営業費用及び営業外費用の間の流用 

 

  令和８年２月２５日 提出 

 

唐津市長 峰  達 郎 
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令和８年度 

 

唐 津 市 下 水 道 事 業 会 計 予 算 

  



 

 



 

議案第１０号 

 

令和８年度 唐津市下水道事業会計予算 

 

 （総 則） 

第１条 令和８年度唐津市下水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。 

 

 （業務の予定量） 

第２条 業務の予定量は、次のとおりとする。 

(1) 水 洗 化 戸 数                   43,368 戸 

(2) 年 間 総 処 理 水 量                  9,225,771 ｍ3 

(3) 一日平均処理水量                   25,276 ｍ3 

(4) 主要な建設改良事業 

イ 管 路 建 設 工 事 等  事業費           329,628 千円 

ロ 管 路 改 良 工 事 等  事業費           278,716 千円 

ハ ポンプ場建設改良工事等  事業費            287,255 千円 

ニ 処理場建設改良工事等  事業費           515,674 千円 

ホ 浸水対策事業工事等  事業費            47,025 千円 

へ 固 定 資 産 購 入 費                 90,641 千円 

 

 （収益的収入及び支出） 

第３条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。 

 

                                収    入 

 第１款 下水道事業収益                  5,133,024 千円 

  第１項 営 業 収 益                   1,936,121 千円 

  第２項 営業外収益                   3,196,903 千円 

 

                                支    出 

 第１款 下水道事業費用                  5,213,564 千円 

  第１項 営 業 費 用                   4,828,134 千円 

  第２項 営業外費用                    377,030 千円 

  第３項 特 別 損 失                      1,400 千円 

  第４項 予 備 費                     7,000 千円 
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 （資本的収入及び支出） 

第４条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める（資本的収入額が資本

的支出額に対し不足する額 912,582 千円は、過年度分損益勘定留保資金 131,845 千

円及び当年度分損益勘定留保資金 780,737 千円で補填するものとする。）。 

収 入 

第１款 資本的収入  3,814,533 千円 

  第１項 企 業 債  2,377,100 千円 

  第２項 補 助 金  1,321,181 千円 

  第３項 分担金及び負担金  116,252 千円 

支 出 

第１款 資本的支出  4,727,115 千円 

  第１項 建設改良費  1,548,939 千円 

  第２項 企業債償還金  3,171,176 千円 

  第３項 予 備 費  7,000 千円 

（債務負担行為） 

第５条 債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次のとおりと定

める。 

事   項 期   間 限  度  額 

唐津市水洗便所等改造資金損失補償 

（令和８年度融資あっ旋分） 

【公共下水道事業及び特定環境保全公共

下水道事業分】 

令和８年度から 

令和１３年度まで 

取扱金融機関が融資を行

う水洗便所等改造資金に

ついて、最終弁済期間終

了後６か月経過後におけ

る債務不履行により弁済

されなかった元利金及び

損害金の合計額 

唐津市水洗便所等改造資金損失補償 

（令和８年度融資あっ旋分） 

【農業集落排水事業、漁業集落排水事業

及び小規模集合排水処理施設整備事業

分】 

令和８年度から 

令和１３年度まで 

取扱金融機関が融資を行

う水洗便所等改造資金に

ついて、最終弁済期間終

了後６か月経過後におけ

る債務不履行により弁済

されなかった元利金及び

損害金の合計額 
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唐津市水洗便所等改造資金損失補償 

（令和８年度融資あっ旋分） 

【戸別浄化槽整備事業分】 

令和８年度から 

令和１３年度まで 

取扱金融機関が融資を行

う水洗便所等改造資金に

ついて、最終弁済期間終

了後６か月経過後におけ

る債務不履行により弁済

されなかった元利金及び

損害金の合計額 

唐津市下水道事業ウォーターＰＰＰ発注 

支援事業 
令和９年度 13,156 千円 

浄水センター施設台帳整備事業 令和９年度 19,668 千円 

唐津市下水道事業唐津市浄水センター施

設等維持管理業務の包括的委託に係る委

託料 

令和８年度から 

令和１３年度まで 
3,080,660 千円 

 （企業債） 

第６条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定

める。 

起債の目的 限度額 起債の方法 利   率 償 還 の 方 法 

建設改良費等 2,377,100 千円 
普通貸借又は

証 券 発 行 

4.0％以内(ただ

し、利率見直し

方式で借り入れ

る資金につい

て、利率の見直

しを行った後に

おいては、当該

見直し後の利

率) 

政府資金についてはその

融資条件により、銀行そ

の他の場合にはその債権

者との協定による。ただ

し、企業財政の都合によ

り償還期限を短縮し、又

は繰上償還もしくは低利

に借換えることができ

る。 

下水道事業会計
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（一時借入金） 

第７条 一時借入金の限度額は、4,000,000 千円と定める。 

 

 （予定支出の各項の経費の金額の流用） 

第８条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと

定める。 

 (1) 予算額に不足が生じた場合における営業費用及び営業外費用の間の流用 

 

 （議会の議決を経なければ流用することのできない経費） 

第９条 次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経費の金額に流

用し、又はそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経な

ければならない。 

 (1) 職員給与費                        251,118 千円 

 

（他会計からの補助金） 

第１０条 下水道事業費用及び資本的支出の一部に充当するため、一般会計からこの

会計へ補助を受ける金額は、2,561,299 千円である。 

 

  令和８年２月２５日 提出 

 

                        唐津市長 峰  達 郎 
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令和８年度 

 

唐 津 市 市 民 病 院 き た は た 

事 業 会 計 予 算 

 

  



 



  

  

議案第１１号 

 

令和８年度 唐津市市民病院きたはた事業会計予算 

 

 （総 則） 

第１条 令和８年度唐津市市民病院きたはた事業会計の予算は、次に定めるところに

よる。 

 

 （業務の予定量） 

第２条 業務の予定量は、次のとおりとする。 

(1) 病  床  数   療養病床               56 床 

(2) 年 間 患 者 数   入院患者             16,425 人 

            外来患者             19,440 人 

 (3) 一日平均患者数   入院患者               45 人 

             外来患者                80 人 

 

 （収益的収入及び支出） 

第３条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。 

 

収    入 

第１款 病院事業収益                   735,231 千円 

第１項 医 業 収 益                   603,378 千円 

第２項 医業外収益                   131,851 千円 

第３項 特 別 利 益                       2 千円 

 

支    出 

第１款 病院事業費用                   812,006 千円 

  第１項 医 業 費 用                   794,406 千円 

  第２項 医業外費用                     8,847 千円 

  第３項 特 別 損 失                                6,753 千円 

  第４項 予 備 費                    2,000 千円 

 

 （資本的収入及び支出） 

第４条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める（資本的収入額が資本

的支出額に対し不足する額 44,779 千円は、過年度分損益勘定留保資金 44,779 千円

で補填するものとする。）。
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収    入 

第１款 資本的収入                     122,518 千円 

  第１項 企  業  債                  90,400 千円 

第２項 固定資産売却代金                    1 千円 

第３項 補 助 金                      1 千円 

第４項 他 会 計 負 担 金                 32,116 千円 

 

支    出 

第１款 資本的支出                     167,297 千円 

第１項 建設改良費                   128,413 千円 

第２項 企業債償還金                   36,884 千円 

第３項 予 備 費                    2,000 千円 

 

  （企業債） 

第５条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定

める。 

起債の目的 限度額 起債の方法 利   率 償 還 の 方 法 

建設改良事業費 90,400 千円 
普通貸借又は

証 券 発 行 

4.0％以内(ただ

し、利率見直し

方式で借り入れ

る資金につい

て、利率の見直

しを行った後に

おいては、当該

見直し後の利

率) 

政府資金についてはその

融資条件により、銀行そ

の他の場合にはその債権

者との協定による。ただ

し、企業財政の都合によ

り償還期限を短縮し、又

は繰上償還もしくは低利

に借換えることができ

る。 

 

 （一時借入金） 

第６条 一時借入金の限度額は、50,000 千円と定める。 

 

 （予定支出の各項の経費の金額の流用） 

第７条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと

定める。 

(1) 予算額に不足が生じた場合における医業費用及び医業外費用の間の流用 
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 （議会の議決を経なければ流用することのできない経費） 

第８条 次に掲げる経費については、これらの経費の金額を、これらの経費のうち他

の経費の金額に、若しくはこれら以外の経費の金額に流用し、又はこれら以外の経

費をこれらの経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。 

(1) 職員給与費                      511,759  千円 

(2) 交際費                           50 千円 

 

 （たな卸資産の購入限度額） 

第９条 たな卸資産の購入限度額は、24,552 千円と定める。 

 

  令和８年２月２５日 提出 

 

                       唐津市長 峰  達 郎 
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令和８年度 

 

唐 津 市 モ ー タ ー ボ ー ト 競 走 

事 業 会 計 予 算 

  



 

 



 

議案第１２号 

 

令和８年度 唐津市モーターボート競走事業会計予算 

 

 （総 則） 

第１条 令和８年度唐津市モーターボート競走事業会計の予算は、次に定めるところ

による。 

 

 （業務の予定量） 

第２条 業務の予定量は、次のとおりとする。 

 (1) 年度開催日数                       198 日 

 (2) 一日平均舟券売上金額                 532,353 千円 

 (3) 場間場外発売日数                     365 日 

 

 （収益的収入及び支出） 

第３条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。 

 

                                収    入 

第１款 モーターボート競走事業収益           111,228,310 千円 

  第１項 営 業 収 益                  111,033,898 千円 

  第２項 営業外収益                    194,412 千円 

 

                                支    出 

 第１款 モーターボート競走事業費用          103,368,246 千円 

  第１項 営 業 費 用                 103,240,362 千円 

  第２項 営業外費用                      5,084 千円 

  第３項 特 別 損 失                                      112,800  千円 

第４項 予 備 費                    10,000 千円 

 

 （資本的収入及び支出） 

第４条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める（資本的収入額が資本

的支出額に対し不足する額 2,672,716 千円は、過年度分損益勘定留保資金 200,000

千円及び建設改良積立金 2,472,716 千円で補填するものとする。）。  

 

                                収    入 

 第１款 資本的収入                         0 千円 
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支 出 

第１款 資本的支出 2,672,716 千円 

  第１項 建設改良費 2,462,716 千円 

 第２項 投資有価証券  200,000 千円  

第３項 予 備 費  10,000 千円 

（継続費） 

第５条 継続費の総額及び年割額は、次のとおりと定める。 

款 項 事業名 総額 年度 年割額 

1 モーターボート 

競走事業費用 
3 特 別 損 失 

第２副審棟 

改 築 事 業 

（解体分） 

28,000 千円 

令和８年度 4,800 千円 

令和９年度 23,200 千円 

1 資 本 的 支 出 1 建設改良費 

第２副審棟 

改 築 事 業 
131,005 千円 

令和８年度 11,895 千円 

令和９年度 119,110 千円 

自家用発電

機改修事業 
443,223 千円 

令和８年度 220,000 千円 

令和９年度 223,223 千円 

（一時借入金） 

第６条 一時借入金の限度額は、100,000 千円と定める。 

 （予定支出の各項の経費の金額の流用） 

第７条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと

定める。 

(1) 予算額に不足が生じた場合における営業費用及び営業外費用の間の流用 
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 （議会の議決を経なければ流用することのできない経費） 

第８条 次に掲げる経費については、これらの経費の金額を、これらの経費のうち他

の経費の金額に、若しくはこれら以外の経費の金額に流用し、又はこれら以外の経

費をこれらの経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。 

 (1) 職員給与費                       375,408 千円 

 (2) 交際費                          350 千円 

 

 

  令和８年２月２５日 提出 

 

                        唐津市長 峰  達 郎 
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